
玉城町ふるさと応援寄附金受付業務プロポーザル実施要領 

１ 目的 

玉城町（以下、「本町」という。）が実施しているふるさと納税業務のうち、寄附の受付、

寄附者情報管理、お礼の品の発注、ポータルサイトの情報更新、保守管理業務、関係書類

の作成・発送、ワンストップ特例申請受付等を民間事業者に委託することにより、事務の

効率化を図ることを目的とする。 

 

２ 業務の内容 

（１）業務名    令和８年度 第１６号 玉城町ふるさと応援寄附金受付業務 

（２）業務内容   玉城町ふるさと応援寄附金受付業務仕様書のとおり 

（３）契約期間   締結日～令和９年３月３１日まで(準備期間を含む) 

 

３ 提案限度額 

５，２５２，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含まない） 

（寄附金額 １００，０００，０００円 ワンストップ申請 １，４００件想定） 

 

４ 業者選定方法 

（１）方法 

公募によるプロポーザル方式 

（２）選定 

業者選定は玉城町ふるさと応援寄附金受付業務プロポーザル審査委員会（以下「委

員会」という。）が実施する。 

  プレゼンテーション審査方式とし、提出された技術提案書等とプレゼンテーショ

ンの内容を下記評価基準のとおり審査し決定する。 

  提案事業者は、提出した技術提案書を使用してプレゼンテーションを行う。 

ただし、プレゼンテーション内容は技術提案書と合致したものであること。 

また、技術提案書の変更・追加は原則的に認めないものとする。 

 

５ 参加資格 

（１）参加者要件は、委託業務を効果的かつ効率的に実施することができる法人であ

って、次の要件を満たした者とする。 

   ① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

   ② 玉城町入札参加資格者名簿に登録されていること。また、国・地方公共団体

の指名停止又は指名除外の措置を受けていない者であること。 

   ③ 手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全な者で



ないこと。 

   ④ 会社更生法（昭和１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続き開始若し

くは更生手続開始の申立がなされている場合、又は民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立がなさ

れている場合にあっては、一般競争（指名競争）入札参加資格の再審査に係

る認定を受けていること。 

 

６ 参加表明書等の提出について 

（１）提出書類 

以下の提出書類を提出すること。 

① 参加表明書（様式１） 

② 会社概要書（様式２） 

③ 直近３事業年度分の決算書の損益計算書の写し 

④ 業務実績調書（様式３） 

⑤ 前提条件等チェック表（様式４） 

⑥ 企業パンフレット（参考資料） 

⑦ 技術提案書等（様式５）(詳しくは「７ 技術提案書等の作成及び提出につい

て」を参照) 

（２）提出部数 

①～⑦の書類正本１部（要押印）、副本５部 計６部 

（３）提出期限 

令和８年７月１５日（水）午後４時まで(必着)  

※ 土・日曜日・祝日を除く、平日の午前８時４５分から午後４時 30 分まで 

※ 各種様式については、本町ホームページに掲載したものをダウンロードす

ること（窓口での配布は行わない）。 

（４）提出場所 

〒519-0495 三重県度会郡玉城町田丸 114 番地 2 

玉城町役場 産業振興課 

（５）提出方法 

上記提出場所に持参・郵送(書留郵便に限る)により提出すること。 

参加表明書を郵送で提出する場合は、提出期限までに電話にて産業振興課 

（電話：０５９６－５８－８２０４）に受理の確認を行うこと。 

 

７ 技術提案書等の作成及び提出について 

（１）作成要領 



別紙、「玉城町ふるさと応援寄附金受付業務 仕様書」の業務内容や下記（２）

の表中「内容に関する留意事項」を踏まえ、次の要領で以下必要書面を提出す

ること。 

・提案書等はＡ４の用紙（図表等の場合はＡ３可、折り込み必要） 

・提案書等の各ページにはページ番号（通し番号）を記載すること。 

・提案書等の書体や文字サイズは問わない。 

・提出書類は左綴じで１冊にまとめること。 

（２）提出書類 

以下の提出書類を①～⑦の順で左綴じ１冊にまとめて提出すること。 

提出書類 内容に関する留意事項 

① 技術提案書表紙（様式５） ・代表者印は不要。 

② 業務実施体制表（任意様式） ・本業務の実施体制を図表等に示し、業務全般

の責任者及び業務従事者等の各個人の経験

年数、保有資格、役職、担当業務内容等を記

載すること。 

・休日、夜間や繁忙期、緊急時の体制や対応を

記載すること。 

③ 技術提案書（任意様式） ・これまでの他自治体における成功事例につい

て 

・使用する管理システムについて 

・「LedgHOME」以外の管理システムを使用す

る際のデータ引継方法、お礼品提供事業者へ

の説明方法について 

・寄附者情報の管理方法について 

・お礼の品の発注・発送の仕組みについて 

・お礼の品提供事業者との連携体制について 

・受領証明書等書類の発送方法について 

・ワンストップ特例申請受付方法について 

・寄附者からの問い合わせ等の対応方法とその

体制について 

・自社の優位性について 

・本業務の成果見込について 

④ 個人情報保護・情報セキュリテ

ィ対策とその運用について 

（任意様式） 

・個人情報等の情報漏洩防止対策について 

・データのバックアップ、ウイルス、システム

ダウン等のセキュリティ対策について 



⑤ 業務実施工程表（任意様式） ・業務の実施工程（年間の事業実施計画及び業

務引き継ぎスケジュール）を記載すること。 

⑥ 見積書（様式７） ＜見積条件＞ 

・提案金額は寄附額 100,000,000 円、ワンスト

ップ特例申請 1,400 件を想定した本業務及び

附帯する業務に係る単価を記載すること。 

・寄附受付業務については、寄附金額に対する

割合（パーセント）とし、ワンストップ特例

申請の受付については、１件あたりの金額を

記載すること。 

・見積価格は、消費税及び地方消費税相当額を

含まない金額（税抜額）を記載すること。な

お、当該見積価格に 100 分の 110 を乗じた額

（1 円未満切り捨て）が契約希望金額となる。 

・上記の想定数が増減した場合の委託料につい

て提案すること 

⑦ 見積内訳書（任意様式） ・見積金額における内訳・明細表を記載するこ

と。 

・業務内容に基づき、具体的な積算根拠を記載

すること。 

・寄附額に対する歩合額以外の固定費がある場

合については記載すること。 

・実費請求の場合はその旨記載すること。 

・その他委託料に関する提案があれば記載す 

ること。 

 

８ 質問及び回答 

（１）受付期間  

令和８年７月８日（水） 正午まで（必着） 

                 ※ 土日祝及び時間外は受付けない。 

（２）受付方法  

質問書（様式６）をＦＡＸ（０５９６－５８－４４９４）で受付。 

なお、玉城町役場産業振興課（電話：０５９６－５８－８２０４）へ到着の確

認を行うこと。 

（３）回答方法  



一括してとりまとめ、後日質問者全員にＦＡＸで回答する。 

（４）回答日 

令和８年７月１３日（月）までに回答    

 

９ 審査方法・評価基準 

（１）審査方法 

    プレゼンテーション審査方式とし、提出された提出書類とプレゼンテーション

の内容を下記評価基準のとおり審査し決定する。 

    提案事業者は、提出した技術提案書を使用してプレゼンテーションを行う。 

ただし、プレゼンテーション内容は技術提案書と合致したものであること。 

また、技術提案書の変更・追加は原則的に認めないものとする。  

（２）評価基準 

     ①財務状況 

     ②業務実績 

     ③業務担当体制 

     ④業務遂行スキル 

     ⑤委託料の妥当性 

     ⑥個人情報の取扱及び情報セキュリティ 

 

 〈審査項目・評価基準表〉 

審査項目 全体に占める割合 評価基準 

財務状況  １０/１００ 別紙１参照 

業務実績 ２０/１００ 別紙１参照 

業務担当体制 １０/１００ 別紙１参照 

業務遂行スキル ２０/１００ 別紙１参照 

委託料の妥当性 １５/１００ 別紙１参照 

個人情報の取扱及び情報セキュリティ ２５/１００ 別紙１参照 

 

（３）プレゼンテーション開催日 

令和８年７月２３日（木）  

    ※参加方法や時間は参加表明者に別途通知する。 

    ※１事業者１５分間以内を予定（応募事業者数により変更あり）。 

    ※審査員からの質疑１０分間程度。 

（４）審査結果 

    審査結果は、令和８年７月２９日（水）午後５時までに町ホームページで公表



予定。 

（５）契約予定者の選定 

・審査の結果、総合点数の最も高い事業者を契約予定者として選定する。ただし、

当該最高点数事業者が複数ある場合は、審査員の協議により選定する。 

・なお、当該契約予定者がやむを得ず辞退した場合は、次に総合点数の高い事業

者を契約予定者として選定する。 

・提案者が１事業者のみの場合でも、内容の審査を行い選定の可否を決定する。

ただし、各審査員の評価点の合計点が満点の６０％に満たない場合は、契約の

相手方の候補者として認めないものとする。 

（６）その他 

審査結果についての異議申し立ては一切受け付けない。 

 

１０ 提案書の無効及び失格 

次のいずれかに該当する場合は、無効又は失格とする。 

（１）審査員に対して、故意に接触を求めること。 

（２）他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。 

（３）事業者選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開

示すること。 

（４）提出書類に虚偽の記載があった場合。 

（５）プレゼンテーション終了後に、参加資格を満たしていない事実が発覚した場合。 

（６）選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合。 

（７）その他、技術提案にあたり著しく信義に反する行動等があった場合。 

 

１１ 留意事項 

（１）プレゼンテーションを辞退する場合は、辞退届（様式自由）を産業振興課に持

参、ＦＡＸ 、又は郵送により提出すること。なお、玉城町産業振興課（電話：

０５９６－５８－８２０４）へ到着の確認を行うこと。 

（２）提案者は、複数の提案書の提出をできないものとする。 

（３）提出期限後の提出書類の変更、差替え又は再提出は認めない。 

（４）提出書類は、理由の如何を問わず返却しないものとする。 

（５）技術提案書の作成、提出等プレゼンテーション参加に要する経費等は、すべて

提案者負担とする。 

（６）提出された提案資料等については、玉城町情報公開条例（平成１１年玉城町条

例第１７号）に基づき情報公開の対象となる。 

（７）提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その



他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業

手法、維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて提案者が

負うものとする。 

（８）プレゼンテーション及び契約の手続きにおいて用いる言語は日本語、通貨は日

本円、単位は日本の標準時および計量法によるものとする。 

(９) 委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者等は、「個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」を遵守すること。 

(10) その他必要な事項は、玉城町会計規則（平成９年玉城町規則第１０号）の規定

による。 

 

１２ 連絡及び提出先 

〒５１９－０４９５  

三重県度会郡玉城町田丸１１４番地２ 

玉城町役場 産業振興課  

担  当：藤井 

電話番号：０５９６－５８－８２０４  Ｆ Ａ Ｘ：０５９６－５８－４４９４ 

E-mail ：t-make@town.tamaki.lg.jp 

 


